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第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
中
「
子
ど
も
が
」
の
下
に
「
教
育
の
機
会
を
確
保
さ
れ
、」
を
加
え
る
。
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八
条
の
見
出
し
中
「
切
れ
目
の
な
い
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の
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に
「
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育
及
び
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を
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え
、
同
条
中
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図
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」
の
下
に
「
と
と
も
に
、
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要
な
取
組
を
行
う
」
を
加
え
る
。

　
第
二
十
六
条
中
「
県
民
が
」
を
削
り
、「
係
る
」
を
「
関
し
、
県
民
が
必
要
な
」
に
、「
得
る
」
を
「
得
て
、
理
解
を

深
め
る
」
に
改
め
る
。
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こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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